
宮崎県市町村職員共済組合 

   

 被扶養者として認定された方が、下記の認定要件に該当しなくなった場合は、速やかに認定

取消手続きを行ってください。 
 なお、被扶養者の認定や取消に係るご質問は、お勤めの市町村等の共済組合事務担当課（総

務課、職員課、人事課等）を経由してお問合せくださいますようお願いします。 

その他

年額 1,300,000 円 A

月額 108,334 円 A÷12ヶ月

年額 1,800,000 円 B

月額 150,000 円 B÷12ヶ月

60歳未満で障害年金受給なし

収入限度額

60歳未満で障害年金受給

または60歳以上

*主として組合員の収入により

生計を維持されていることが前提です。



 

 

表2　　父母世帯の収入限度額の目安

被扶養者の認定及び認定取消の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に文書又は口頭で、その趣旨及び理由を付して、全国市町村職員共済組合連

合会審査会に対して審査請求することができます。 

また、行政事件訴訟法により、この決定があったことを知った日から６か月以内（審査請求を行っ

たときは、審査会の裁決があったことを知った日から６か月以内）に宮崎県市町村職員共済組合を被

告として取消訴訟を提起することができます。 


